
 

県からの情報提供 
 

 

人口減少対策 

［資料１］ （政策企画部）人口減少対策の全体概要 

［資料２－１］ （商工観光労働部）県の主要事業 

［資料２－２］ （保健福祉部）県の主要事業 

［資料２－３］ （ふるさと振興部）県の主要事業 

  

             



１ 岩手県の人口の推移

・ 本県の人口は、1960年代の約145万人がピーク
・ 2000年代以降は減少傾向であり、2024年は約114万人

出典：国勢調査、岩手県人口移動報告年報
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資料１



・ 本県の自然増減は、出生数の減少、死亡数の増加により、1999年に減少に転じ、
以降は減少数が拡大傾向

出典：岩手県人口移動報告年報（前年10/1～9/30）
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３-１ 社会増減の推移

・ 本県の社会増減には、1960年代、1980年代後半、2000年代後半の３つの減少ピーク
・ 近年は、2018年の▲5,215人から2021年の▲2,738人まで、減少幅が縮小した時期があっ
たが、2024年は▲5,039人

転入者数
・

転出者数

社会増減

出典：岩手県人口移動報告年報（前年10/1～9/30）
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３-２ 年齢別、男女別の社会増減（若年層）

・ 本県の社会減は、就職、進学期の若年層の社会減が主な要因
・ 20歳台前半では、男性に比べ女性の転出超過が多い傾向が継続

出典：岩手県人口移動報告年報（前年10/1～9/30）
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重点事項１ 自然減・社会減対策
基本的な考え方

少子化対策の強化の３つの柱 社会減対策の強化の３つの柱

１ 多様な雇用の創出、労働環境と所得の向上
＜誰もが働きやすく活躍できる職場環境づくり、海外
輸出の促進などによる付加価値額の向上＞

３ 地域の価値や魅力の発信による交流人口・関係
人口の拡大 ＜地域の生活文化や自然環境を生か
したインバウンド観光等の拡大・交流の促進＞

３ 女性の社会減対策
＜雇用労働環境の改善と活躍できる環境の
創出＞

１ 有配偶率の向上
＜出会いの機会の確保・創出＞

２ 有配偶出生率の向上
＜全国トップレベルの子ども・子育て施策の
展開＞

２ いわてとのつながりの維持・強化
＜いわてでの“暮らし”や“働き”の応援と魅力発信＞

1

令和７年度の人口減少対策の推進について

基本的な考え方

性別にかかわらず誰もが活躍できる環境づくりを進めながら、結婚・子育てや移住・定住など多様なライフステージに応じた支援を強化

令和７年度は、人口問題対策本部会議での議論を踏まえ、以下の方向性の下で少子化対策・社会減対策を展開

自然減・社会減対策

≪施策の推進ポイント≫

ジェンダーギャップの解消

＜プラスワン＞
広域振興局を
核とした市町村や
地域の状況に応じた
取組の強化
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ジェンダーギャップの解消に向けた施策の推進・展開方針について

【施策の推進・展開方針】

 第２期ＡＰにおいて人口減少対策に最優先で取り組む中で、若者・女性に選ばれるいわてに向けて
「ジェンダーギャップの解消」について全庁を挙げて展開

 「いわて未来づくり機構」 や「いわて女性の活躍促進連携会議」、「いわてで働こう推進協議会」等における取
組のほか、意識改革、行動変容を促すため、市町村、関係機関・団体等、多様な主体と連携を図りながら、広く機
運醸成と取組の波及を促進

【基本認識】

・ ジェンダーを問わず個人としての尊厳が重んぜられ、社会のあらゆる分野において個人としての能力を発揮する
機会が確保され、人権が尊重されることは基本的人権のひとつ
・ ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標 )においても、「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性の
エンパ ワーメントを達成することを目指す」ことを明示
・ 本県では、「いわて県民計画（2019～2028）」や「いわて男女共同参画プラン」等に基づき取組を推進

多様な主体が それぞれ ジェンダーギャップ解消の必要性を自分事として捉え、行動に移す

【最近の動向】

・ 国では、「地方創生 2.0 基本構想」（Ｒ７年６月）における基本姿勢・視点として、「若者や女性にも選ばれる地
域」を掲げ、アンコンシャス・バイアス、ジェンダーギャップの是正・解消に取り組む方向
・ 「いわて未来づくり機構」ラウンドテーブル（Ｒ７年１月）において、ジェンダーギャップの解消等を目指す「若
者・女性に『選ばれる岩手』宣言」を採択。７月にはアンコンシャス・バイアスをテーマとした講演会を開催

≪取組の波及のイメージ≫

県
岩手県人口問題対策本部会議、女性活躍本
部会議、いわてで働こう推進本部会議等

関係機関・団体等
いわて未来づくり機構、いわて女性の活躍促進

連携会議、いわてで働こう推進協議会等
市町村

多様な主体・企業・県民

＜第２期アクションプラン計画期間中に目指す姿＞
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エンパワーメント
・女性のデジタル分野で即戦力として活躍できるスキル取得と就労の支援（環境生活部）

・女性の起業支援 （商工労働観光部）

・農林水産業の女性グループの経営力・自主企画力の向上に向けた取組支援（農林水産部）

・女性活躍推進のための社内キーパーソン養成とキャリア形成支援（環境生活部）

・いわて女性活躍促進連携会議を通じた取組（環境生活部、復興防災部、保健福祉部、商工労働観光部、農林水産部、県土整備部）

ジェンダー・バイアスの解消
・働きやすい職場環境の整備（商工労働観光部、環境生活部）

・従業員エンゲージメント向上（商工労働観光部、環境生活部）

・リスキリング推進支援（商工労働観光部）

・男性の家事や育児への参画促進（環境生活部）

・男女共同参画サポーターの養成（環境生活部）取
組
支
援

・経営者、管理者の意識改革（環境生活部、商工労働観光部）

・男性社員の意識改革（環生生活部、商工労働観光部）

・女性農林漁業者の活躍に関する情報発信、シンポジウム開催
（農林水産部）

・ものづくり企業や建設業のイメージアップ等の取組
（商工労働観光部、県土整備部）

・若者のライフデザイン形成支援（保健福祉部）

・外部専門人材を活用した講演等、地域・家庭における
固定的性別役割分担意識解消に向けた啓発

（環境生活部）
・学校等への出前講座等、いわて男女共同参画センター
による取組促進（環境生活部）

意
識
啓
発

職場地域・家庭

ジェンダーギャップの解消に向けた取組（主な担当部局）

若
者
・
女
性
に
「
選
ば
れ
る
岩
手
」

多
様
な
主
体
と
連
携
し
た

オ
ー
ル
岩
手
で
の
推
進

7・ 女性職員のキャリア形成支援やマネジメント力向上
・ 職員の育児休業取得の促進等、働きやすい環境づくり

県職員の取組

・市町村の取組支援 （ふるさと振興部、広域振興局等）

・いわて未来づくり機構ラウンドテーブルにおける講演会、ディス
カッションの実施 （政策企画部、環境生活部）

・ジェンダーギャップ解消に向けたフォーラムや地域毎の分科会
の開催 （ふるさと振興部、広域振興局）

・「いわてグラフ」を通じた意識啓発と機運醸成 （政策企画部）

・教育現場を通じたジェ
ンダー平等の定着

（教育委員会）

・「えるぼし」、「くるみん」、「い
わて子育てにやさしい企業
等」、「いわて女性活躍企業
等」の認定・認証推進
(商工労働観光部、保健福祉部、環
境生活部)



県民誰もが活躍できる環境づくりに向け、ダイバーシティ（多様性）やインクルージョン（包摂性）に富む社会を実現するため、
「ジェンダーギャップの解消」に関する施策を強化し、分野横断で展開

「ジェンダーギャップの解消」関連事業

主 な 事 業

［保健福祉部］百万円７ライフデザイン形成支援事業費○
［商工労働観光部］百万円26未来のものづくり人材育成・地元定着促進事業費○拡

新たに女子中高生等を対象に、ものづくり企業で活躍する女性社員等との意見交換を実施するなど、ジェンダーバイアスの解消を図りながら、ものづくり産
業への進路選択や就職につなげる取組を推進

［ふるさと振興部］百万円９人口減少対応型関係人口推進事業費○拡
新たに県北・沿岸地域で「人口減少対策フォーラム」を開催し、男女・世代・地域間のアンコンシャス・バイアスを解消する取組を実施

［商工労働観光部］百万円10いわて働き方改革加速化推進事業費○拡
働き方改革の促進や生産性向上、ジェンダーギャップの解消等を推進するため、労働環境の整備と処遇改善に向けた取組を支援するとともに、若者や女性な
どに魅力ある職場環境づくりに向けて、新たに企業における従業員エンゲージメントを高める取組を支援

［商工労働観光部］百万円10魅力ある職場づくり推進事業費○拡
ジェンダーギャップ解消の取組を促進し、若者や女性などに魅力ある雇用・労働環境の整備の促進を図るため、所定内労働時間の短縮や子育てしやす
い環境整備等を実施（補助率:定額（新たに、３区分以上の取組を実施する事業所は補助上限額を引き上げ）、補助対象:中小企業等）

［環境生活部］百万円26いわて男女共同参画プラン推進事業費○
［環境生活部］百万円３いわて家事・育児シェア普及推進事業費○

［環境生活部］百万円３固定的性別役割分担意識解消促進事業費○新
企業や地域等における固定的性別役割分担意識の解消に向け、外部専門人材による講演会や出張セミナーなどを開催

［環境生活部］百万円５いわて女性活躍支援強化事業費○拡
女性が働きやすい職場環境づくりを促進するため、いわて女性活躍企業等認定制度の普及や経営者向けセミナー開催のほか、新たに職場での女性活躍
推進を牽引するキーパーソン養成セミナーを実施

［環境生活部］百万円16いわて女性デジタル人材育成プロジェクト事業費○
［環境生活部］百万円15女性のためのつながりサポート事業費○

［商工労働観光部］百万円0.4いわてで働こう推進協議会管理運営費○

［農林水産部］百万円９幸せ創る女性農林漁業者育成事業費○拡
女性が働きやすい環境整備や女性グループの経営力・自主企画力向上に向けた取組などを支援するほか、新たにアンコンシャス・バイアスの解消に向けた

若者との協働等による女性漁業者の情報発信等を実施
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［復興防災部］百万円28沿岸地域基幹産業人材確保支援事業費○
水産加工事業者が実施する女性が働きやすい職場環境の整備等に要する経費の一部を補助する市町村を支援（補助率:定額、補助対象:市町村）



経済
就業率の男女差・・・・・・・・・29位（0.765）

フルタイム従事者の男女比・・・・12位（0.711）

フルタイム従事者の賃金格差・・・・・ 2位（0.803）

共働き家庭の家事・育児時間の格差・・・8位（0.225）

企業や法人の役員・管理職・・・・30位（0.166）

社⾧数・・・・・・・・・・・・・34位（0.146）

農協・漁協役員・・・・・・・・・35位（0.056）

フルタイムで働く女性の賃金が伸びている
ほか、女性のフルタイム率も比較的高い順
位を保っています。

高知県…

全国平均

岩手県 指数0.433

指数0.427

（2024）
0.430
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指数0.452

【ジェンダーギャップ指数とは】
都道府県別の男女平等の度合いを可視化するため、世界経済フォーラムに準じた手法で統計処理した指数で、

「政治」「行政」「教育」「経済」の４分野について、2022年から毎年国際女性デー（３月８日）に公表されて
いる。
指数が「１」に近づくほど、男女平等となり、指数を通じて地域課題を明らかにし、地域から日本のジェン

ダー平等を底上げすることを目指している。

（参考）本県の女性を取り巻く状況

○妻の家事・育児時間は夫の４倍超

102分

439分

114分

448分

夫

妻

家事育児時間の比較（6歳未満の子を持つ世帯）

全国 岩手
出典：令和３年社会生活基本調査（総務
省）

1,628.4 

1,515.6 

114.0 

120.0 

岩手

全国

R5年間総実労働時間（時間）

所定内労働時間 所定外労働時間

宮城県 34位
：

秋田県 43位
福島県 44位
岩手県 45位
青森県 46位
山形県 47位

○岩手県の年間総実労働時間は全国45位（全国平均＋106.8時間）

出典：毎月勤労統計地方調査（5人以上）（厚労省）

岩手県のジェンダー・ギャップ指数（2025）



政治

都道府県議会議員・・・・・・・32位（0.116）

女性ゼロ議会・・・・・・・・・28位（0.879）
※女性ゼロ議会が一つもないことを「１」とする。

市区町村議会議員・・・・・・・30位（0.168）

行政

都道府県職員の管理職・・・・・40位（0.110）
※教育委員会事務局を除く。

都道府県の審議会委員・・・・・35位（0.485）
※防災会議を除く。

都道府県職員の育休取得率・・・６位（0.579）

市区町村職員の管理職・・・・・23位（0.214）

鳥取県…

全国平均

岩手県 指数0.292

指数0.306

東京都…

全国平均

岩手県 指数0.156

指数0.199

（2024）
0.169

（2024）
0.286
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教育

４年生大学進学率・・・・・・・ 7位（0.969）

小学校⾧・・・・・・・・・・・34位（0.327）

中学校⾧・・・・・・・・・・・42位（0.070）

高等学校⾧・・・・・・・・・・13位（0.152）

徳島県…

全国平均

岩手県 指数0.632

指数0.621

（2024）
0.615

【岩手県の強みと課題（経済分野以外）】
政治分野
女性議員の増加や女性ゼロ議会の解消が課
題です。

行政分野
県庁の男性の育休取得率が高く、格差が縮
小しています。

教育分野
女性の４年制大学進学率が向上、高校でも
女性校⾧の登用が進んでいます。

指数0.382

指数0.488

指数0.729

「地域からジェンダー平等研究会(2025)『都道府県版ジェンダー・ギャップ指数2025』、https://digital.kyodonews.jp/gender2025/」より引用 10



８割以上の青少年が住んでいる地域に愛着をもっており、その割合は増加傾向です。
将来も今住んでいる地域に住んでいたいと考える少年は半数を超えていますが、進学などのた
め離れることはやむを得ないと考える割合も少なくありません。

県若者女性協働推進室「令和６年度青少年の健全育成に関する意識調査」
少年（県内居住中高生） N＝480 男性＝238 女性＝234 その他＝4 無回答＝4
青年（県内居住20～39歳） N＝339 男性＝150 女性＝189 その他＝0 無回答＝0 11
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職場など多くの場面で「男性が優遇されている」という人の割合が依然として高くなっています。
男女別にみると、「男性が優遇されている」と感じる男性の割合が減少している一方で、女性の割合
はほぼ横ばいとなっており、前回調査と比べて男女間で意識の差が広がっています。

県若者女性協働推進室「令和６年度男女が共に支える社会に関する意識調査」
［ N＝656 男性＝303 女性＝347 その他＝0 無回答＝6］ 12
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「常用労働者の女性の割合」及び「課⾧級以上の職に占める女性の割合」は増加傾向にあります。
女性活躍推進における課題については、女性の家庭の負担が重いとの回答が最も多く、育児休業等
を利用する従業員をカバーする人的余裕がないと回答した割合が大きく増加しています。
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育児休業等を利用する従業員をカバーする人的余裕がない

時間外労働、深夜勤務をさせにくい

担当できる仕事や配置できる部署が限られている

県若者女性協働推進室「令和６年度女性活躍推進に関するアンケート調査」
［県内に所在する従業員規模10人以上の民営事業所 N＝396］











５．今後の進め方

地方においては、地方創生2.0を推進する取組に早期に着手するとともに、地方版総合戦略の検証及び見直しに取り組むことが求め

られる。本基本構想を踏まえ、当面の人口減少を正面から受け止めつつ、地域の多様なステークホルダーや、地域の若者や女性を巻

き込んで主体的な検証・見直しを行うことが重要である。地方版総合戦略の議論の場には、各地方公共団体の若者や女性それぞれの

人口比並みに、若者や女性の参画の確保に努めることが重要である。〔略〕

【参考】国の「地方創生2.0基本構想」（抜粋）

岩手県総合計画審議会「若者・女性部会（仮称）」の設置について

２ 対応案（「若者・女性部会（仮称）」の設置）

１ 背景

○ 「いわて県民計画（2019～2028）」第２期アクションプラン及び第２期岩手県ふるさと振興総合戦略につい

ては、令和８年度が計画期間の終期であることから、今後、次期プラン等の検討を進めていく必要がある。

○ 検討に当たっては、若者・女性からより一層「選ばれる岩手」を実現するプラン等とするために、若者や女

性の参画を確保し、当事者の視点を取り入れることが重要。

○ なお、国においても、「地方創生2.0基本構想」（R7.6.13閣議決定）において、地方版総合戦略の検証・見

直しに当たっては、地域の若者や女性を巻き込んで議論を進めることが重要であるとしているところ。

〇 令和７年11月の第110回岩手県総合計画審議会で、「若者・女性部会（仮称）」を設置。

○ 部会では、本県の現状や課題、今後の取組の基本的な方向性等について御議論をいただく。

○ 得られた意見は総合計画審議会に報告し、県政の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項に関する

審議等に活かしていく。





社会減対策の取組状況と今後の展開について
（商工労働観光部関係）

令和７年10月31日
令和７年度県市町村連携推進会議

資料２－１
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いわて働き方改革加速化推進事業費 【商工労働観光部】
県内企業における働き方改革の促進や生産性向上、ジェンダーギャップの解消等を推進す
るため、労働環境の整備と処遇改善に向けた取組を支援するとともに、若者や女性などに魅
力ある職場環境づくりに向けて、新たに企業における従業員エンゲージメントを高める取組
を支援

１ ３つの柱に基づく取組

◆いわて働き方改革推進運動
いわて働き方改革推進運動を展開し、参加企業の中から
優れた取組を実施している企業を表彰◆従業員エンゲージメントサーベイ

（運動参加企業のうち50社程度）

企業におけるアンコンシャスバイアス
の解消を図るため、アンコンシャス・バ
イアスやジェンダー・ギャップの認識度
及び実態を調査し、調査結果をフィード
バックした上で、各社の実情を踏まえた
伴走支援を実施

参加企業数1,174社
（R7.９月末現在）

いわて働き方改革AWARD
R7.11月頃実施予定

【今後の展開】
いわて働き方改革推進運動を引き続き展開していくとともに、アンコンシャス・バイアスやジェン
ダー・ギャップを含めた各社の実態把握及び改善の取組を支援することにより、若者や女性などが働き
やすい職場環境づくりを進めていく。
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魅力ある職場づくり推進事業費 【商工労働観光部】
ジェンダーギャップ解消の取組を進め、若者や女性などに魅力ある雇用・労働環境の整備
の促進を図るため、所定内労働時間の短縮や子育てしやすい環境整備に加え、新たに、リス
キリング推進の取組に対する支援を強化

１ ３つの柱に基づく取組

必須１～３のいずれかを含む２つ以上の取組を実施
(必須１)
・所定内労働時間の短縮を図るための取組
(必須２)
・子育てしやすい環境を整備するための取組
(必須３) ※拡充
・リスキリングを支援するための取組
（任意）
・新たな人事評価制度の導入を図るための取組
・キャリアアップを図るための取組
・働きやすい職場環境を整備するための取組

補助
対象事業

１/２補助率

100万円
（拡充:３以上の取組を実施する場合は125万円）

補助
上限額

＜魅力ある職場づくり推進事業費補助金の概要＞

◆魅力ある職場づくり推進事業費補助金

令和７年度は12者（従業員数564名）を採択
（予算執行率99.6％）

【今後の展開】
魅力ある職場づくり推進事業費補助金の補助対象事

業を見直しながら、柔軟で多様な勤務制度の導入やオ
フィス環境改善等の中小企業の取組を支援していく。
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◆中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助 【商工労働観光部】
経営革新計画に基づいて生産性の向上を図り、適切かつ円滑な価格転嫁や賃上げのための環境整

備に取り組む県内中小企業等に対して、設備投資・人材育成等に係る経費の一部を補助

〔第１回公募〕
申請者数：42者
(従業員数：363名)
交付決定額

：63,311千円
申請どおり交付決定

補助対象経費の３分の２、１件当たり200万円を上限

補助対象者

・ 応募申請時点で経営革新計画の承認又は経営革新計画の変更の
承認を受けている者。ただし、同計画事業期間の３～５年の間に、
給与支給総額を年率平均2.0％以上増加させる見込みである旨の
記載があること。

・ 「パートナーシップ構築宣言」を行い、「パートナーシップ構
築宣言」ポータルサイトに登録されている者。

補助対象経費 適切かつ円滑な価格転嫁や賃上げ及び生産性向上に向けた設備投
資、人材育成及び販路開拓に要する経費

補 助 額

１億円（令和７年度当初予算）予 算 額

１ ３つの柱に基づく取組

【今後の展開】
複数の事業者が連携して行うデジタル化・ＤＸ化、業務効率化・コスト削減の推進などの取組や、

人手不足などに対応するためのデジタル技術導入による生産性向上の取組への支援を検討する。

〔第２回公募〕
(R7.7.22～9.30)
交付決定は
11月上旬を予定
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海外輸出力強化事業費 【商工労働観光部】
海外における県産品の販路を拡大するため、プロモーションの展開先を拡充し、県内企業
の海外ビジネス展開を支援

１ ３つの柱に基づく取組

有望市場である米国（西海岸）及びカナダ等において、現地バイヤー向けのプロモーションや現地
小売店・飲食店等でのフェア開催などのトップセールスや、関係機関と連携した貿易実務に係る研修
会の開催、海外商談会への出展やバイヤー招へい等を実施

【今後の展開】
トップセール等により強化された現地関係者とのつながりや新たに構築されたネットワークを生か

し、バイヤー等の産地招へいや現地におけるフェアの継続開催など、高い効果が期待できるプロモー
ションを展開し、更なる輸出拡大につなげる。
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◆半導体関連人材育成推進事業費 【商工労働観光部】
令和７年４月に開所した半導体関連人材育成施設を活用し、半導体関連企業や参入を希望
する地場企業の従業員のほか、大学生や高専生、小中高生など幅広い世代を対象とした人
材育成・確保の取組を推進

１ ３つの柱に基づく取組

【今後の展開】
本県の中核産業である半導体関連産業の持続的な成⾧を支えるため、引き続き、半導体

関連人材の育成・確保に向けた取組を推進していく。
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いわて就業促進事業費 【商工労働観光部】
県内企業と求職者やＵ・Ｉターン希望者とのマッチング支援、県内企業によるインターン
シップの実施に対する支援等を実施

１ ３つの柱に基づく取組
いわてとのつながりの維持・強化

◆プロフェッショナル人材事業
県内企業が抱える経営課題を解決するため、プロ
フェッショナル人材戦略拠点（（公財）いわて産業
振興センター）において、民間人材紹介会社と連携
し、県外の専門人材とのマッチング支援を実施。

【事業実績】R7.９月末時点
○人材マッチング件数 47件
（内訳） 常勤雇用 32件

副業兼業 15件
○企業からの相談件数 172件

◆Ｕ・Ｉターン機能強化事業
首都圏等に在住する社会人（転職者、求職者）及び
学生を対象とした、Ｕ・Ｉターン促進セミナーの開催
や、県外の大学等に進学している学生の県内企業での
インターンシップの支援等を実施。

【事業実績】R7.９月末時点
○セミナーイベント

開催回数：10回
延べ参加者数：83人

○インターンシップ支援
募集企業数：89社
参加学生数：65人

【今後の展開】
本県企業の情報や、本県で働き、暮らすことの魅力

を全国にきめ細かく発信することで、県内就職を支援
する各種施策の活用につなげ、Ｕ・Ｉターン就職の更
なる推進を図る。

【今後の展開】
地方創生2.0基本構想に基づき、県内企業と県外の

副業・兼業人材とのマッチングを促進する。
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いわて暮らし応援事業費 【商工労働観光部】
Ｕ・Ｉターンを促進するため、移住支援金の支給等を実施するにあたり、新卒学生に対す
る支援や子育て世帯及び若者・女性に対する支給額加算等を実施

１ 令和７年度における社会減対策の主な取組状況と今後の展開
いわてとのつながりの維持・強化

◆移住支援金・いわて若者移住支援金
支給金額
（基本）対 象名 称

世帯：100万円
単身： 60万円

東京23区に在住・在勤
（５年以上）

移住支援金
(国)

①世帯：25万円
単身：15万円
②一律 15万円

県内転入時39歳以下で、次
のいずれかに該当
①東京圏(東京・神奈川・
千葉・埼玉)に在住
（５年以上）

②東京圏の大学等を卒業・
修了（３年以内）

いわて若者
移住支援金

(県)

＜現状と課題＞
・20～24歳は、東北（宮城以外）を除く全国各地域に対
して転出超過。転出超過の６割は女性
・高校生の県外進学率は７割で、関東・東北など東日本を
中心に全国へ流出（拡散）。その多くは県外に就職
・各市町村では、労働力不足、地域づくりの担い手不足が
深刻化しており、それぞれの地域が若者・女性から選ば
れるようにするための取組の強化が求められている
・これらの状況から、県と市町村が一体となり、東京圏の
みならず、全国から広く若者・女性のU・Iターンを支援
することを発信し、移住を促すことが不可欠

【今後の展開（案）】

東京圏向けの
若者移住支援金を
令和７年度限りとする

市町村と県との連携により、
全国を対象とした
若者・女性向けの
U・Iターン支援給付制度を
新たに創設
（令和８年度から施行）

内 容時 期

市町村との意見交換～令和７年
10月上旬

市町村への意向調査（書面調査）
〈期限：11/5(水)〉

意見交換後～
10月下旬

（市町村からの意見等を踏まえ、制度案を県内部
で検討し、令和８年度当初予算要求へ反映）

県内部における検討状況について、市町村へ適宜
共有し、各市町村の予算要求へ反映

11月～
令和８年度

《スケジュール（予定）》

7



１ 進学する生徒が多い高校において、進学後に県内企業への就職促進を図るための企業見
学会等を開催（４校予定）

２ 県内ものづくり企業の理解促進のため、県内外の高等教育機関向けキャリア講座及び企
業見学会を開催（県内３校、県外４校予定）

３ 県内ものづくり企業の人材確保及び求職者の就職を
促進するため、ハローワーク及び市との連携のもと
就職相談会を開催（花巻市、北上市、奥州市で開催予定）

県内ものづくり企業の認知度を高め、引き続き、県内就職
やＵ・Ｉターンを促進していく。

8

ものづくり高度人材の県内就職・確保促進事業費 【商工労働観光部】
ものづくり産業を支える高度人材を確保するため、進学希望の高校生や県内外の大学生の
県内企業への理解を促進するほか、県内ものづくり企業と求職者のマッチング機会を創出す
ることにより、県内就職及びＵ・Ｉターンを促進

１ ３つの柱に基づく取組
いわてとのつながりの維持・強化

【今後の展開】

岩手大学理工学部キャリア講座（R7.5月）
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みちのく潮風トレイル受入態勢強化事業費 【商工労働観光部】
地域の観光事業者や行政、ＤＭＯ等多様な関係者と連携し、地域一体となったみちのく潮
風トレイルの受入態勢強化を実施

１ ３つの柱に基づく取組
地域の価値や魅力の発信による交流人口・関係人口の拡大

みちのく潮風トレイルの認知度向上や利用者拡大、観光消費額を拡大するため、
新たに以下の取組を実施。

【今後の展開】
本年度構築した連携体制を活用し、ワーク
ショップで共有した課題へ対応することによ
り受入態勢の強化を推進する。

〇ワークショップ開催
地域の観光事業者や行政、ＤＭＯ等などを対象

としたワークショップを開催し、地域の連携体制
を構築。

〇県内トレイルマップ作製（電子版／紙版）
トレイル初級者や中級者を対象としたマップ

の作成予定（日／英 ２か国語）

〇PRイベント開催
首都圏のスポーツョップなどと連携した情報

発信（12/20、21開催予定）

※ 県内３箇所で実施（7/7久慈市、7/16釜石市、7/17宮古市）

ワークショップの様子
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インバウンド消費拡大推進事業費 【商工労働観光部】
訪日外国人等に対する伝統工芸品をはじめとする県産品等のプロモーションを通じたイン
バウンド消費拡大を推進

１ ３つの柱に基づく取組
地域の価値や魅力の発信による交流人口・関係人口の拡大

近年増加傾向にある訪日外国人や日本に関心のある外国人等に対し、本県の魅力ある地
場産業を効果的にＰＲするため、海外メディアと連携したプレスツアーの開催や日本最大
級の国際的見本市への出展支援を実施。

【今後の展開】

東京インターナショナル・ギフト・
ショー春2026出展者募集案内

海外メディアによる発信記事
（R6年度実施分）

県産品等の海外向けプロモーションを通じ
て、インバウンドの消費拡大を図るとともに、
海外のニーズ把握や新たな価値を発見するこ
とで、マーケット拡大につなげる。



１

自然減対策の取組状況と今後の方向性について

令和７年10月31日
岩手県保健福祉部

資料２－２
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■少子化対策の方向性「３つの柱プラス１」

■一般事業主行動計画の策定促進
■子育て世帯の経済的負担軽減
■既存資源を活用した子どもの遊び場整備

■関係団体との連携による結婚支援事業の推進
■若い世代に対する将来のライフプランを
考える機会の提供

■地域課題分析型少子化対策支援事業
■若い世代に対する将来のライフプランを
考える機会の提供（再掲）

■一般事業主行動計画の策定促進（再掲）

■令和７年度の自然減対策の主な取組

○地域の実情を踏まえた少子化対策 ・各地域（各市町村）の状況に応じた支援

③女性の社会減対策
・女性の雇用労働環境の改善等

①有配偶率の向上
・結婚支援、若者のライフプラン
形成支援

・若年層の賃金・収入の向上対策等

②有配偶出生率の向上
・子育て支援サービス等
・女性の雇用労働環境の改善等

有配偶率

地域の実情

有配偶出生率

女性の社会減
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有配偶率
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有配偶出生率 女性の社会減

プレコンセプションケア…性別を問わず、適切な
時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊
娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や
将来の健康を考えて健康管理を行う概念

幼児 小・中学生 高校・大学生 社会人

ライフステージに応じた切れ目のない支援

・紙芝居やお
芝居で命の尊
さを学ぶ

・乳幼児とのふ
れあいを通じて
家庭の意義の
理解を深める

・妊娠等の医
学的知識や自
身のキャリア形
成を考える

・生涯設計シミュ
レーションを通じて
今後のライフイベン
トをイメージする

段階的に拡充
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女性の社会減有配偶出生率



第２子以降第１子

３～５歳

保育料徴収
（非課税世帯のみ

国制度により無償化）
０～２歳

6

第２子以降の「所得制限なし」
での無償化は全国で２事例目

都道府県レベルで「所得制限な
し」での実施は全国で２事例目

※ 保育所、認定こども園、地域型保育事業
及び認可外保育施設の利用料

※育児休業給付金受給世帯を除く。

本県独自の無償化
（県1/2、市町村1/2）

国の制度による無償化
（国1/2、県1/4、市町村1/4）

有配偶出生率

※他３市町村から申請見込み。

【参考】R６年度補助対象児童数：6,082人（月別平均）
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有配偶出生率
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地域の実情



参考資料
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第５回こども政策推進会議
資料抜粋（こども家庭庁）
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第1回若い世代視点からの
ライフデザインに関する

検討会資料（こども家庭庁）
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第1回若い世代視点からの
ライフデザインに関する

検討会資料（こども家庭庁）
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国立研究開発法人国立成育医療研究センターHPより（一部加工）
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１ 一般事業主行動計画の概要

次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づき、
企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の
整備等に取り組むに当たって、①計画期間、②目標、③目標
達成のための対策及びその実施時期を定めるもの。

＜認定制度＞
厚生労働大臣の認定・特例認定を受けた企業は、商品、広

告、求人広告などに認定マークを付け、子育てサポート企業
であることをＰＲできるもの。

３ 商工団体からの意見聴取の状況

○女性の従業員が多く、採用活動も積極的に行っており、
くるみん認定に関心を持っている。採用活動時の学生へ
のアピールにもなるので、認定を受けたいと思っている。
（県商工会議所連合会・金融理財部会）

○若者・女性の人口が流出する中で、計画策定により、子
育てしやすい環境を整備してアピールするのは大事なこ
と。（県中小企業団体中央会）

○周りの環境が変わる中、自社も変わらないといけないが、
自力で変わるのは難しい。（商工会議所連合会・建設部
会運営委員会）

○企業の規則や制度を身の丈にあったものにするためには、
まずは社労士などの専門家を入れて課題の整理を行う必
要がある。（県中小企業団体中央会）

【参考】セミナーを受講して、何か行動したいと思うが、
現実問題として、中小企業では取り組む余力はないため、
実際に行動するのは難しいと思う。
（50代会社役員「いわて企業トップセミナー」アンケート
結果）

計画を策定し、定めた目標を達成するな
どの一定の要件を満たした場合、認定を
受けることができる。

くるみん認定、トライくるみん認定を受
けた企業が、より高い水準の取組を行い
一定の要件を満たした場合、認定を受け
ることができる。

16

計画策定が義務化されている企業（常時雇用する労働者101
人以上）では、ほぼ全ての企業が策定済みであるが、努力義
務とされている企業（常時雇用する労働者100人以下）では、
計画策定が進んでいない（策定率２％未満）。

２ 計画の策定状況

商工団体からの主な意見
• 一般事業主行動計画の策定は重要な取組。支援も必要で、

社会保険労務士による支援が有効。
• 条例化による策定義務化の対象範囲の拡大について、反

対意見なし。
• 対象とする企業規模は、30人以上や50人以上が適切。
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県内企業等の計画策定状況（R6.9月末時点）

計画策定が義務化されて
いる企業（常時雇用する労
働者101人以上）では、ほぼ
全ての企業が策定済み。

一方、努力義務とされて
いる企業（常時雇用する労
働者100人以下）では、計画
策定が進んでいない（策定
率２％未満）。

1～4人

31,536 

56.3%5～9人

10,765 

19.2%

10～19人

7,492 

13.4%

20～29人

2,471 

4.4%

30～49人

1,783 

3.2%

50～99人

1,109 

2.0%

100～199人

332 

0.6%

200～299人

89 

0.2%

300人以上

83 

0.1%

出向・派遣従

業者のみ

401 

0.7%

事業者数
ベース

1～4人

31,542 

6.6%

5～9人

58,049 

12.2%

10～19人

88,904 

18.6%

20～29人

53,658 

11.3%

30～49人

63,037 

13.2%

50～99人

72,216 

15.1%

100～199人

42,210 

8.9%

200～299人

21,251 

4.5%

300人以上

46,016 

9.6%

常時雇用者数
ベース

条例により常時雇用者数
50人以上の企業に計画策
定を義務付けた場合、
• 事業者数ベースでは、

全体の約２％（1,109
社）

• 常時雇用者数ベースで
は 、 全 体 の 約 15 ％
（72,216人）

が新たに対象に含まれる。

既に法により義務化

条例で新たに義務化を検討

凡例：

※ 総務省・経済産業省「令和３年経済センサス」より作成

（単位：事業者） （単位：人）

県内企業の状況（事業者数ベース・常時雇用者ベース）



人口減少対策に係る市町村への伴走支援について

令和７年10月31日
ふるさと振興部

1

資料２－３



取組内容事業名市町村名

葛巻高校山村留学卒業生等の交流会を東京で開催、都市部
学生を呼び込み伝統文化の継承等を支援

若者関係人口創出
事業

葛巻町

総合的探究のカリキュラム「魅力発見ラボ」の実施西和賀高校魅力化
支援事業

西和賀町

道の駅の隣接地に歩道やキャンプサイト兼屋外販売ブース
の基盤を整備

道の駅たのはた森林体験施
設整備事業

田野畑村

テレビ放送を活用した音声と映像による村の魅力の発信青の国魅力情報発信事業普代村

ふるさと納税㏚動画をweb掲載、首都圏等におけるイベン
トでの移住・定住施策を含めた㏚を実施

ふるさと納税広告
動画活用事業

野田村
2

１ 取組の状況

(1)市町村への伴走支援体制の強化

・令和６年度に各広域振興局に市町村人口減少対
策支援の特命課⾧を配置し、令和７年度からは特
命課⾧と連携を図りながら人口減少対策事業等の
実務を担う担当職員を増強。特命課⾧が主体とな
り、市町村との個別意見交換を実施するとともに、
広域振興局ごとの人口減少対策関連会議での協議、
市町村の取組等を伴走支援。

・地域課題分析型少子化対策支援事業（保健福祉
部）と連携し、地域の実情に応じた地域課題の解
決に向けた施策の企画・立案に各特命課⾧や関係
部局の職員が参画。

・地域経営推進費において、県事業の「市町村連
携枠」及び市町村事業の「小規模町村支援枠」を
活用し、広域振興局と市町村が連携して人口減少
対策支援等を推進。

取組内容事業名局名

地域おこし協力隊等交流会の開催等盛岡広域つながり強化事業盛岡局

市町等と連携した結婚支援等南いわて出会い創出事業県南局

出会いイベントの実施等さんりく結婚応援支援事業沿岸局

空き家問題を踏まえた住宅対策を講じるための調整調査
の実施等

市町村人口減少対策支援事業県北局

地域経営推進費による主な事業
【市町村連携枠】

【小規模町村支援枠】

地域課題分析型少子化対策支援事業
地域の実情に合わせた施策を展開できるよう、
現状・課題分析、施策立案を伴走支援
（R6：洋野町、野田村、普代村、田野畑村、久慈市）
（R7：葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、一戸町）

令和７年度の取組



①複数市町村による共同採用
・市町村における採用試験の応募者の確保や県内の就業機会の増加を図るため、複数市町村による共同採用を

実施。
〔令和７年度共同選考採用（第１回）対象市町村〕
沿岸・県北地域で実施を希望する市町村（丸囲み数字は応募があった人数）
沿岸：７市町村（宮古市①、大船渡市①、釜石市①、住田町②、大槌町、岩泉町、田野畑村）
県北：６市町村（久慈市①、二戸市①、普代村①、野田村、九戸村①、一戸町）

②市町村職員合同就職セミナー
・市町村職員を希望する学生等が、一度に複数の市町村にアプローチできる場として、県内市町村職員合同就

職セミナーを実施。
〔実施時期〕令和７年11月３日（月）
〔開催場所〕アイーナ

③市町村のインターンシップ受入支援
・ノウハウや人員の不足等により、インターンの受入に取り組むことが出来ない市町村があることから、手続

様式の情報提供や、市町村における受入予定の取りまとめなど、市町村のインターン受入れを支援。

3

(2)小規模自治体の人財確保支援
・県から小規模町村へ、事務職を派遣。
・令和６年度から、普代村及び住田町に県の保健師を週３日派遣している（住田町はR6で派遣終了）ことに加え、
今年度から新たに、田野畑村に県の林学職を週２日派遣する取組を開始。

令和７年度の取組

応募者：延べ７人（実数６人）
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２ 今後の方向性

○県外への転出状況（R5.10～R6.9）について
は、東京圏（一都三県）、宮城県の順に転出
が多い。

○一方で、市町村別の転出先（2023年）デー
タを見れば、盛岡市をはじめとして近隣の中
心市への転出が多い。

初めから首都圏等へ転出しているとは限らず、
県内にとどまり、県内で生活し活躍する「人
生の広域化」ともいえる状況がうかがえる。

⇒市町村連携・広域連携が重要

（１）各市町村別の転出状況
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（２）各市町村の地域特性
○３３市町村それぞれのインフラの状況等の特性を踏まえ、地域の実情に応じたきめ細やかな伴走支援を推進。

（３）取組の方向性
○３３市町村それぞれの現状や課題、地域の特性、ニーズ等を踏まえ、本庁、各広域振興局の特命課⾧を中心に、
引き続き伴走支援を推進

○国の施策、交付金等の更なる有効活用を市町村に促すとともに、本庁、広域振興局においても広域連携・垂直連
携を強化し、社会減対策の取組を推進

特性の例


